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[長期総合計画] [事業基本情報]

分野別目標 1 ○ 管理経費

政 策 2

施 策 1 ○ 法定受託事務

取組方針 1

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長（Tel）

関連課
現状維持 現状維持

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 決算 計画 決算

958 382 3,084 1,995 680

- - - - 221.9% 422.3% ▲100.0% 0.0% -

5,725 5,725 5,725 5,282 5,664

0 0 0 0 0

5,725 5,725 5,725 5,282 5,664

361 1,612

21 653 383 680
0.75 0.75 0.75 0.66 0.71

0.00 0.00 0.00 0 0

３　目標及び実績
単位 平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目標値 5 5 5

実績値 6 3

達成度(%) 120.0% 60.0%

目標値

実績値

達成度(%)

目標値 5 5 5

実績値 6 3

達成度(%) 120.0% 60.0%

目標値 3

実績値 2

達成度(%) 66.7%

実
施
内
容

　チャレンジ新商品認定事業
において市内中小企業者が開
発した優れた新商品を認定
し、認定商品の販売促進を支
援。
　地域ブランド化補助事業に
おいて地域団体商標の出願を
行う事業協同組合等を支援。

　チャレンジ新商品認定事業
において市内中小企業者が開
発した優れた新商品を認定
し、認定商品の販売促進を支
援。
　地域ブランド化補助事業に
おいて地域団体商標の出願を
行う事業協同組合等を支援。
　クラウドファンディング活
用支援事業において、クラウ
ドファンディングを活用して
新たな事業展開に取り組む市
内の中小企業者を支援。

　チャレンジ新商品認定事業に
おいて市内中小企業者が開発し
た優れた新商品を認定し、認定
商品の販売促進を支援。
　地域ブランド化補助事業にお
いて地域団体商標の出願を行う
事業協同組合等を支援。

　チャレンジ新商品認定事業
において市内中小企業者が開
発した優れた新商品を認定
し、認定商品の販売促進を支
援。
　地域ブランド化補助事業に
おいて地域団体商標の出願を
行う事業協同組合等を支援。

平成30年度

当初予算

▲78.0%

5,664

事業費 680

事業費等　（千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

伸び率（％）

活
動
指
標

そ の 他

0

国庫支出金

県支出金

5,664

人件費

正規職員
正規職員以外

小計

平成27年度

所要人数
（人）

正規職員
正規職員以外

成
果
指
標

5

5

3

主な予算内訳

3

60.0%

60.0%

印刷製本費　243千円、消耗品費　226千円

0.71

チャレンジ新商品応募件数

指標名

チャレンジ新商品認定件数

クラウドファンディング活用支援事業補助件数

市　　債

0

680一般財源（税等）

商工総務費

一般会計

商工費

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

新たなビジネスの開拓育成事業

事業区分(1)
事業経費

その他

新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進

安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

その他

款

平成２８年度 平成２９年度平成２６年度 平成２７年度

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容
●チャレンジ新商品認定事業（平成27年度～）
市内の中小企業が開発した優れた新商品を新規性・独創性、優位性など一定の基準で認定し、Ｐ
Ｒ等を行い販路開拓につなげる。また、チャレンジ新商品のうち、資金調達や生産の実施方法が
適正であり、市での購入が見込まれるものについてはトライアル発注商品として認定し、市での
優先的購入を可能とする。
●地域ブランド化推進補助事業（平成27年度～）
市内の事業協同組合等が行う地域団体商標の出願に係る費用（特許庁への商標出願料、弁理士費
用）の一部に対して補助金を交付する。
●クラウドファンディング活用支援事業（平成28年度）
クラウドファンディングを活用した資金調達により新たな事業展開に取り組む市内の中小企業者
に対して、初期費用（ファンド組成費用）の一部に対して補助金を交付する。

　産業全体の付加価値の向上を目指した中小企業の育成、市場
開拓が求められる中、新たなビジネスや新商品の発掘、支援を
行い、地域経済の活力増進と雇用の創出を図る。

産業政策課

平成３０年度

松村　光一郎(435-1040)

事業期間 ～

大事業

項

商工総務事業

会計

新たなビジネスの開拓育成事業事項

会計・
予算区分

継続事業種別

新たな事業の創出と創業者の育成
事業区分(2)

自治事務

新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進

商工費

目



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大

評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

ゼロ

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

見直し・改善内容
　チャレンジ新商品認定事業において、平成２８年度は和歌山市のふるさと納税返礼品にチャレンジ新商品が追加されることと
なり、平成２９年度から商工振興課で実施している和歌山市ビジネスチャンス創出支援補助金においても、チャレンジ新商品認
定を受けている場合は補助上限額が上乗せされる。

担当課評価の根拠
　平成２５年度から２６年度にかけて実施した「新商品によるチャレンジ企業認定事業」を平成２７年度にリニュー
アルし、加工飲食料品などのより幅広い新商品を認定の対象とすることができている。また、クラウドファンディン
グ活用支援事業では平成２８年度で２件の申請があり、補助金事業として効果があった。

事
業
内
容
の
方
向
性


